
 

一

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
本
則
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
開
票
立
会
人
） 

 

第
六
十
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生

じ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
の
届
出
に
係
る
者
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
十
人
を
超
え
な
い
と
き
は
直
ち
に
そ
の
者
を

も
つ
て
開
票
立
会
人
と
し
、
十
人
を
超
え
る
と
き
は
届
出
の
あ
つ
た
者
の
中

か
ら
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
く
じ
で
定
め
た
者
十
人
を
も
つ
て
開
票

立
会
人
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

 

三 

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
き
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
又
は
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
が

あ
つ
た
と
き
。 

当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等 

 

 

四 

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
き
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と

き
又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二

第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
が
あ
つ
た
と
き
。 

当
該
参
議
院
名
簿
届

出
政
党
等 

 

３
～
10 

（
略
） 

  

（
無
効
投
票
） 

 

第
六
十
八
条 

（
略
） 

 

（
開
票
立
会
人
） 

 

第
六
十
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生

じ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
の
届
出
に
係
る
者
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
十
人
を
超
え
な
い
と
き
は
直
ち
に
そ
の
者
を

も
つ
て
開
票
立
会
人
と
し
、
十
人
を
超
え
る
と
き
は
届
出
の
あ
つ
た
者
の
中

か
ら
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
く
じ
で
定
め
た
者
十
人
を
も
つ
て
開
票

立
会
人
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

 

三 

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
き
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
又
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
が
あ

つ
た
と
き
。 

当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等 

 

 

四 

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
き
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き

又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第

十
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
が
あ
つ
た
と
き
。 

当
該
参
議
院
名
簿
届
出

政
党
等 

 

３
～
10 
（
略
） 

  

（
無
効
投
票
） 

 

第
六
十
八
条 

（
略
） 



  

二

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
無
効
と
す
る
。 

 

 

一 
（
略
） 

 

 

二 

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
（
第
八
十

六
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団

体
を
含
む
。
）
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の 

 

 

三 

（
略
） 

 

四 

第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
全
員
に
つ
き
、
同

条
第
八
項
各
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
て
お
り
又
は
同
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
衆
議
院
名
簿
に
係
る
政
党
そ
の

他
の
政
治
団
体
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の 

 

五
～
八 

（
略
） 

３ 

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
無
効
と
す
る
。 

 

 

一 

（
略
） 

 

 

二 

公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
な
い
者
、
第
八
十
六
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
八
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
若
し
く
は
第
八
十
六
条
の
八
第
一

項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
四
項
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五

十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
参

議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
以
外
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
し
た

も
の
。
た
だ
し
、
代
表
者
の
氏
名
の
類
を
記
入
し
た
も
の
で
第
八
号
た
だ

し
書
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 

三 

第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
無
効
と
す
る
。 

 

 

一 

（
略
） 

 

 

二 

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
（
第
八
十

六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

を
含
む
。
）
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の 

 

 

三 

（
略
） 

 

四 

第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
全
員
に
つ
き
、
同

条
第
七
項
各
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
て
お
り
又
は
同
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
衆
議
院
名
簿
に
係
る
政
党
そ
の

他
の
政
治
団
体
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の 

 

五
～
八 

（
略
） 

３ 

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
無
効
と
す
る
。 

 

 

一 

（
略
） 

 

 

二 

公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
な
い
者
、
第
八
十
六
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
七
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
若
し
く
は
第
八
十
六
条
の
八
第
一

項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
四
項
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五

十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
参

議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
以
外
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
し
た

も
の
。
た
だ
し
、
代
表
者
の
氏
名
の
類
を
記
入
し
た
も
の
で
第
八
号
た
だ

し
書
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 

三 

第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の



 

三

政
治
団
体
で
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
な
か
つ
た
も
の
若
し

く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
又
は
第
八
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
参
議
院

名
簿
を
重
ね
て
届
け
出
て
い
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
同
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
そ
の
届
出
に
係
る

名
称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の 

 

 

四 

参
議
院
名
簿
登
載
者
の
全
員
に
つ
き
、
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
八
項
各
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ

て
お
り
又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条

の
二
第
八
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
参
議

院
名
簿
に
係
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
た

も
の 

 

 

五
～
十 

（
略
） 

  

（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
立
候
補
の
届
出

等
） 

第
八
十
六
条 

（
略
） 

２
～
13 

（
略
） 

14 

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
数
の
算

定
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
（
第

七
項
の
文
書
に
そ
の
名
称
を
記
載
さ
れ
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票

総
数
を
含
む
。
次
条
第
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
そ
の
他
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
名
簿
に
よ
る
立
候
補
の
届

政
治
団
体
で
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
な
か
つ
た
も
の
若
し

く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
又
は
第
八
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
参
議
院
名

簿
を
重
ね
て
届
け
出
て
い
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
同
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
名

称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の 

 

 

四 

参
議
院
名
簿
登
載
者
の
全
員
に
つ
き
、
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
七
項
各
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ

て
お
り
又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条

の
二
第
七
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
参
議

院
名
簿
に
係
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
た

も
の 

 

 

五
～
十 

（
略
） 

  

（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
立
候
補
の
届
出

等
） 

第
八
十
六
条 

（
略
） 

２
～
13 

（
略
） 

14 

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
数
の
算

定
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
（
第

七
項
の
文
書
に
そ
の
名
称
を
記
載
さ
れ
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票

総
数
を
含
む
。
次
条
第
十
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
そ
の
他
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
名
簿
に
よ
る
立
候
補
の
届



  

四

出
等
） 

 
第
八
十
六
条
の
二 

（
略
） 

 

２
～
６ 
（
略
） 

 

７ 

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
人
以
上
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
当
選
人

と
な
る
べ
き
順
位
を
同
一
の
も
の
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
同
一
の
順
位

と
さ
れ
た
者
を
性
別
そ
の
他
の
観
点
か
ら
二
以
上
の
群
（
以
下
「
同
一
順
位

内
登
載
者
群
」
と
い
う
。
）
に
分
け
、
そ
れ
ら
の
同
一
順
位
内
登
載
者
群
に
当

選
人
の
割
当
て
の
優
先
順
位
（
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び

に
第
百
七
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
優
先
割
当
順
位
」
と
い
う
。
）
を
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が

生
じ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
係
る
衆
議
院
名
簿
に
お
け
る
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
記
載
を
抹

消
す
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
つ
き
除
名
、
離
党
そ
の

他
の
事
由
に
よ
り
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
所
属
す
る
者
で
な
く
な

つ
た
旨
の
届
出
が
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
か
ら
文
書
で
さ
れ
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。 

 

 

一
～
三 

（
略
） 
 

 

四 

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

が
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
（
小

選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
（
候
補
者
と
な
る
べ
き
者

を
含
む
。
）
を
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
届
出
に
係
る
衆
議
院
名
簿

の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載

者
が
当
該
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
の
区
域
内
に
あ
る

出
等
） 

 

第
八
十
六
条
の
二 

（
略
） 

 

２
～
６ 

（
略
） 

（
新
設
） 

       

７ 

当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が

生
じ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
係
る
衆
議
院
名
簿
に
お
け
る
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
記
載
を
抹

消
す
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
つ
き
除
名
、
離
党
そ
の

他
の
事
由
に
よ
り
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
所
属
す
る
者
で
な
く
な

つ
た
旨
の
届
出
が
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
か
ら
文
書
で
さ
れ
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。 

 

 

一
～
三 

（
略
） 

 
四 

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

が
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
（
小

選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
（
候
補
者
と
な
る
べ
き
者

を
含
む
。
）
を
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
届
出
に
係
る
衆
議
院
名
簿

の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載

者
が
当
該
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
の
区
域
内
に
あ
る



 

五

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
で
な
く
な

り
、
又
は
第
一
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
日
に

お
い
て
当
該
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
の
区
域
内
に
あ

る
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
と
な
ら

な
か
つ
た
こ
と
。 

 

９
～
11 

（
略
） 

 

12 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
よ
つ
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は
第

三
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
又
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
係
る
衆
議
院
名
簿
に
つ
き
第
十
項
に
規
定
す
る
期
限
経
過
後
に
お
い
て
衆

議
院
名
簿
登
載
者
の
全
員
が
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
衆
議
院
名
簿
に
お

け
る
記
載
を
抹
消
す
べ
き
者
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、

当
該
届
出
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
 

13 

第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
の
結
果
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
が
第
五

項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、

当
該
届
出
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

14 

第
一
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と

き
、
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
衆
議
院
名
簿
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に

係
る
記
載
を
抹
消
し
た
と
き
又
は
第
十
二
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
り

届
出
を
却
下
し
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と

も
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

15 

（
略
） 

  

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
名
簿
に
よ
る
立
候
補
の
届

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
で
な
く
な

り
、
又
は
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
日
に

お
い
て
当
該
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
の
区
域
内
に
あ

る
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
と
な
ら

な
か
つ
た
こ
と
。 

 

８
～
10 

（
略
） 

 

11 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
よ
つ
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は
第

三
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
又
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
係
る
衆
議
院
名
簿
に
つ
き
第
九
項
に
規
定
す
る
期
限
経
過
後
に
お
い
て
衆

議
院
名
簿
登
載
者
の
全
員
が
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
衆
議
院
名
簿
に
お

け
る
記
載
を
抹
消
す
べ
き
者
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、

当
該
届
出
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

12 

第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
の
結
果
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
が
第
五

項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、

当
該
届
出
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

13 

第
一
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と

き
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
衆
議
院
名
簿
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に

係
る
記
載
を
抹
消
し
た
と
き
又
は
第
十
一
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
り

届
出
を
却
下
し
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と

も
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

14 

（
略
） 

  

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
名
簿
に
よ
る
立
候
補
の
届



  

六

出
等
） 

 
第
八
十
六
条
の
三 

（
略
） 

２ 

前
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
八
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
、
第
九

項
、
第
十
項
前
段
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
参
議
院

（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条

第
一
項
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
参
議
院
名
簿
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
参
議
院
名
簿
」
と
い
う
。
）
」
と
、「
衆
議
院
名
称
届
出
政

党
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
満
了
前
九
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
七
日
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政

党
そ
の
他
の
政
治
団
体
で
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
な
い

も
の
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
え
た
文
書
の
内
容
に
異
動
が
な
い
も

の
に
限
る
。
）
」
と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
一

号
中
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
の
参
議
院
名
簿

登
載
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、

同
項
第
三
号
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
各
号
」
と
、
同

項
第
四
号
中
「
第
八
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
衆
議
院
名
簿
登

載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
又
は
第
八
十
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
又
は

第
二
百
五
十
一
条
の
三
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
選

定
及
び
そ
れ
ら
の
者
の
間
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
の
決
定
（
以

下
単
に
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
選
定
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
参
議

院
名
簿
登
載
者
の
選
定
」
と
、「
並
び
に
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の

出
等
） 

 

第
八
十
六
条
の
三 

（
略
） 

２ 

前
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
七
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
、
第
八

項
、
第
九
項
前
段
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
参
議
院
（
比

例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一

項
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
参
議
院
名
簿
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
参
議
院
名
簿
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
衆
議
院
名
称
届
出
政
党
」

と
あ
る
の
は
「
任
期
満
了
前
九
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
七
日
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間
に
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ

の
他
の
政
治
団
体
で
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
な
い
も
の

（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
え
た
文
書
の
内
容
に
異
動
が
な
い
も
の
に

限
る
。
）
」
と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中

「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
の
参
議
院
名
簿
登
載

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同

項
第
三
号
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
各
号
」
と
、
同
項

第
四
号
中
「
第
八
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
衆
議
院
名
簿
登
載

者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
又
は
第
八
十
七
条
第
一
項

若
し
く
は
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
又
は
第

二
百
五
十
一
条
の
三
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
選
定

及
び
そ
れ
ら
の
者
の
間
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
の
決
定
（
以
下

単
に
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
選
定
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院

名
簿
登
載
者
の
選
定
」
と
、「
並
び
に
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
当



 

七

は
「
当
該
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
衆
議
院
名
簿
」
と

あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、「
第
八
十
六
条
の
六
第
六
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
八
十
六
条
の
七
第
四
項
」
と
、「
い
ず
れ
か
の
選
挙
区
に
お
け
る
衆
議
院

名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
「
同
条
第
六
項
」

と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
各
衆
議
院
名
簿
の
衆

議
院
名
簿
登
載
者
（
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出

議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
衆

議
院
名
簿
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
各
参
議
院
名
簿
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
「
数
は
、
選
挙
区
ご
と
に
」

と
あ
る
の
は
「
数
は
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
一
項
の
規
定
」
と
あ
る
の

は
「
次
条
第
一
項
の
規
定
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名

簿
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、

「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」

と
、「
所
属
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
所
属
す
る
者
（
当
該
政
党
そ
の
他
の
政

治
団
体
が
推
薦
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、「
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第

四
項
又
は
第
八
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百
五
十

一
条
の
二
又
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
衆
議
院
名

簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、
同
条
第
十
項
前

段
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」

と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と

あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
」
と
、
同
条
第
十
一
項
中
「
衆
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、「
衆
議

院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
一
項
」

該
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の

は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、「
第
八
十
六
条
の
六
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八

十
六
条
の
七
第
四
項
」
と
、「
い
ず
れ
か
の
選
挙
区
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登

載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
同
条
第
六
項
」
と
あ
る

の
は
「
同
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
各
衆
議
院
名
簿
の
衆
議
院
名

簿
登
載
者
（
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の

選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
衆
議
院
名

簿
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
各
参

議
院
名
簿
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
数
は
、
選
挙
区
ご
と
に
」
と
あ
る

の
は
「
数
は
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
一
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
次

条
第
一
項
の
規
定
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、

「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
衆
議

院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、「
所

属
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
所
属
す
る
者
（
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

が
推
薦
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、「
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又

は
第
八
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百
五
十
一
条
の

二
又
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
衆
議
院
名
簿
登
載

者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」

と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、
同
条
第
九
項
前
段
中
「
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る

の
は
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
あ
る
の

は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
」
と
、
同
条
第
十
項
中
「
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
」

と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る



  

八

と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、「
第
八
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

八
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
」
と
、
「
衆
議
院
名
簿
」

と
あ
る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参

議
院
名
簿
登
載
者
」
と
、
同
条
第
十
三
項
中
「
違
反
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
又
は
当
該
届
出
の
結
果
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
が
第
五
項
の

規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
違
反
し
て
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
、
同
条
第
十
四
項
中
「
第
一
項
、
第
十
項
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
第
一
項
若
し
く
は
こ
の
条
第
十
項
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ

る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議

院
名
簿
登
載
者
」
と
、
同
条
第
十
五
項
中
「
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

「
次
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、「
必
要
な
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
な
事
項

並
び
に
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
再
選
挙
及
び
補
欠
選
挙
に
お
け

る
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

  

（
立
候
補
の
た
め
の
公
務
員
の
退
職
） 

 

第
九
十
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
公

務
員
が
、
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
、
第
八

十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
項
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く

は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
前
段
又
は
第

八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
公
務
員

の
退
職
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
届
出
の
日
に
当
該
公

務
員
た
る
こ
と
を
辞
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

  

（
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
供
託
物
の
没
収
） 

 

の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、「
第
八
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十

七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ

る
の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議

院
名
簿
登
載
者
」
と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
違
反
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
又
は
当
該
届
出
の
結
果
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
が
第
五
項
の
規

定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
違
反
し
て
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
」
と
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
一
項
、
第
九
項
」
と
あ
る
の

は
「
次
条
第
一
項
若
し
く
は
こ
の
条
第
九
項
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
」
と
あ
る

の
は
「
参
議
院
名
簿
」
と
、「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院

名
簿
登
載
者
」
と
、
同
条
第
十
四
項
中
「
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
次

条
第
一
項
第
一
号
」
と
、「
必
要
な
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
な
事
項
並
び

に
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
再
選
挙
及
び
補
欠
選
挙
に
お
け
る
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

  

（
立
候
補
の
た
め
の
公
務
員
の
退
職
） 

 

第
九
十
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
公

務
員
が
、
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
、
第
八

十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く

は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
又
は
第

八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
公
務
員

の
退
職
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
届
出
の
日
に
当
該
公

務
員
た
る
こ
と
を
辞
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

  

（
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
供
託
物
の
没
収
） 

 



 

九

第
九
十
四
条 

（
略
） 

２ 
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
衆
議
院
名
簿
を
取
り
下
げ
、

又
は
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
却

下
さ
れ
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
係
る
第
九
十
二
条
第
二
項
の
供
託
物

は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。 

 

３ 

（
略
） 

４ 

第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一

項
の
規
定
に
よ
り
参
議
院
名
簿
を
取
り
下
げ
、
又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
八
十

六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
却
下
さ
れ
た
政
党
そ
の
他
の
政
治

団
体
に
係
る
第
九
十
二
条
第
三
項
の
供
託
物
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。 

  

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
当
選
人
の
数
及
び
当
選
人
） 

第
九
十
五
条
の
二 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

３ 

衆
議
院
名
簿
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
二
人

以
上
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
同
一
の

も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
き
（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
一
の
順
位
と
さ

れ
た
衆
議
院
名
簿
登
載
者
が
同
一
順
位
内
登
載
者
群
に
分
け
ら
れ
て
い
る
場

合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
同
一
の
も
の
と
さ
れ
た

者
の
間
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
は
、
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ

れ
た
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
得
票
数
の
当
該
選

挙
区
に
お
け
る
有
効
投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
に
係
る
得
票
数
に
対
す
る
割

合
の
最
も
大
き
い
者
か
ら
順
次
に
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
選
人

と
な
る
べ
き
順
位
が
同
一
の
も
の
と
さ
れ
た
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
う
ち
、

当
該
割
合
が
同
じ
で
あ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
者
の
間
に
お
け

第
九
十
四
条 

（
略
） 

２ 

第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
衆
議
院
名
簿
を
取
り
下
げ
、
又

は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
却
下

さ
れ
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
係
る
第
九
十
二
条
第
二
項
の
供
託
物

は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。 

 

３ 

（
略
） 

４ 

第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項

の
規
定
に
よ
り
参
議
院
名
簿
を
取
り
下
げ
、
又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
八
十
六

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
却
下
さ
れ
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団

体
に
係
る
第
九
十
二
条
第
三
項
の
供
託
物
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。 

  

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
当
選
人
の
数
及
び
当
選
人
） 

第
九
十
五
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

衆
議
院
名
簿
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
二
人

以
上
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
同
一
の

も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
同
一
の
も

の
と
さ
れ
た
者
の
間
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
は
、
当
該
選
挙
と

同
時
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
得
票

数
の
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
有
効
投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
に
係
る
得
票
数

に
対
す
る
割
合
の
最
も
大
き
い
者
か
ら
順
次
に
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
同
一
の
も
の
と
さ
れ
た
衆
議
院
名
簿
登
載

者
の
う
ち
、
当
該
割
合
が
同
じ
で
あ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
者

の
間
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
は
、
選
挙
会
に
お
い
て
、
選
挙
長

が
く
じ
で
定
め
る
。 

 



  

一
〇

る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
は
、
選
挙
会
に
お
い
て
、
選
挙
長
が
く
じ
で
定

め
る
。 

 

４ 

衆
議
院
名
簿
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
一

の
順
位
と
さ
れ
た
衆
議
院
名
簿
登
載
者
が
同
一
順
位
内
登
載
者
群
に
分
け
ら

れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
同
一
の
順
位
と
さ
れ
た
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
間

に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
は
、
各
同
一
順
位
内
登
載
者
群
に
属
す

る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
、
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
（
小
選

挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
得
票
数
の
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
有
効

投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
に
係
る
得
票
数
に
対
す
る
割
合
の
最
も
大
き
い
者

か
ら
順
次
に
定
め
ら
れ
る
順
位
（
当
該
割
合
が
同
じ
で
あ
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
そ
れ
ら
の
者
の
間
に
お
い
て
は
、
選
挙
会
に
お
い
て
、
選
挙
長
が
く
じ

で
定
め
る
順
位
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
割
合
順
位
」
と
い
う
。
）
を

付
し
た
上
で
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
定
め
る
。 

 

一 

特
定
割
合
順
位
が
同
じ
で
あ
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
間
に
お
い
て

は
、
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
属
す
る
同
一
順
位
内
登
載
者
群
に
付
さ

れ
た
優
先
割
当
順
位
に
従
つ
て
定
め
る
こ
と
。 

 

二 

特
定
割
合
順
位
が
異
な
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
間
に
お
い
て
は
、
特

定
割
合
順
位
に
従
つ
て
定
め
る
こ
と
。 

５
・
６ 

（
略
） 

７ 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
選
挙
と
同
時
に

行
わ
れ
た
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
そ
の
得
票
数

が
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
数
に
達
し
な
か
つ
た
衆
議
院
名

簿
登
載
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
は
、
衆
議
院
名
簿
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

  

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

  

（
新
設
） 

               

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
選
挙
と
同
時
に

行
わ
れ
た
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
そ
の
得
票
数

が
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
数
に
達
し
な
か
つ
た
衆
議
院
名

簿
登
載
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
は
、
衆
議
院
名
簿
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

  

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に



 

一
一

お
け
る
当
選
人
の
繰
上
補
充
） 

 
第
九
十
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

第
九
十
五
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

 

３ 

（
略
） 

  

（
被
選
挙
権
の
喪
失
と
当
選
人
の
決
定
等
） 

 

第
九
十
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
八
十
六
条
第
十
項
の
規
定
は
第
二
項
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
八
十
六
条

の
二
第
九
項
及
び
第
十
一
項
後
段
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
六
条
の
三
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
前
項
の
届
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

  

（
無
投
票
当
選
） 

 

第
百
条 

（
略
） 

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
二

第
一
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者

の
総
数
が
そ
の
選
挙
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
を
超
え
な
い
と
き
若

し
く
は
超
え
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

た
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
一
で
あ
る
と
き
若
し
く
は
一
と
な
つ
た
と
き

は
、
投
票
は
、
行
わ
な
い
。 

 

３ 

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
三

第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
前

段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
総
数
が
そ
の
選
挙
に

お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
を
超
え
な
い
と
き
又
は
超
え
な
く
な
つ
た
と

お
け
る
当
選
人
の
繰
上
補
充
） 

 

第
九
十
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

第
九
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

 

３ 

（
略
） 

  

（
被
選
挙
権
の
喪
失
と
当
選
人
の
決
定
等
） 

 

第
九
十
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
八
十
六
条
第
十
項
の
規
定
は
第
二
項
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
八
十
六
条

の
二
第
八
項
及
び
第
十
項
後
段
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
六
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 

  

（
無
投
票
当
選
） 

 

第
百
条 

（
略
） 

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
二

第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者

の
総
数
が
そ
の
選
挙
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
を
超
え
な
い
と
き
若

し
く
は
超
え
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

た
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
一
で
あ
る
と
き
若
し
く
は
一
と
な
つ
た
と
き

は
、
投
票
は
、
行
わ
な
い
。 

 

３ 

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
三

第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前

段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
総
数
が
そ
の
選
挙
に

お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
を
超
え
な
い
と
き
又
は
超
え
な
く
な
つ
た
と



  

一
二

き
は
、
投
票
は
、
行
わ
な
い
。 

 
４
～
６ 

（
略
） 

７ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員

の
選
挙
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
に
係
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
総
数
が
そ
の
選
挙
に
お
い
て
選
挙
す
べ

き
議
員
の
数
を
超
え
な
い
と
き
又
は
超
え
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、

次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
日
又
は
そ
の
翌
日
に
選
挙
会
を

開
き
、
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
を
も
つ
て
当
選
人
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
十
五
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。 

 

８ 

前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議

員
の
選
挙
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

た
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
一
で
あ
る
と
き
又
は
一
と
な
つ
た
と
き
は
、

選
挙
長
は
、
次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
日
又
は
そ
の
翌
日

に
選
挙
会
を
開
き
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
届
出
に
係
る
衆
議
院

名
簿
登
載
者
の
う
ち
、
そ
の
衆
議
院
名
簿
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順

位
に
従
い
、
そ
の
選
挙
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
相
当
す
る
数
の

衆
議
院
名
簿
登
載
者
を
も
つ
て
当
選
人
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第

七
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

９ 

（
略
） 

  

（
当
選
人
が
兼
職
禁
止
の
職
に
あ
る
場
合
等
の
特
例
） 

 

第
百
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

一
の
選
挙
に
つ
き
第
九
十
六
条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
七
条
の
二
又
は

き
は
、
投
票
は
、
行
わ
な
い
。 

 

４
～
６ 

（
略
） 

７ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員

の
選
挙
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
に
係
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
総
数
が
そ
の
選
挙
に
お
い
て
選
挙
す
べ

き
議
員
の
数
を
超
え
な
い
と
き
又
は
超
え
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
選
挙
長
は
、

次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
日
又
は
そ
の
翌
日
に
選
挙
会
を

開
き
、
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
を
も
つ
て
当
選
人
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。 

 

８ 

前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議

員
の
選
挙
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

た
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
一
で
あ
る
と
き
又
は
一
と
な
つ
た
と
き
は
、

選
挙
長
は
、
次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
日
又
は
そ
の
翌
日

に
選
挙
会
を
開
き
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
届
出
に
係
る
衆
議
院

名
簿
登
載
者
の
う
ち
、
そ
の
衆
議
院
名
簿
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順

位
に
従
い
、
そ
の
選
挙
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
相
当
す
る
数
の

衆
議
院
名
簿
登
載
者
を
も
つ
て
当
選
人
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

 
９ 

（
略
） 

  

（
当
選
人
が
兼
職
禁
止
の
職
に
あ
る
場
合
等
の
特
例
） 

 

第
百
三
条 
（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

一
の
選
挙
に
つ
き
第
九
十
六
条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
七
条
の
二
又
は



 

一
三

第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
選
人
と
定
め
ら
れ
た
者
が
、
他
の
選
挙
に
つ

き
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
の
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
で
あ
る
と
き
、
第
八

十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六

条
の
二
第
十
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
あ

る
と
き
又
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し

く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
九
十

一
条
又
は
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
一
条
第
二
項
、
第
百
一
条

の
二
第
二
項
、
第
百
一
条
の
二
の
二
第
二
項
又
は
第
百
一
条
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
一
の
選
挙
の
当
選
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
そ
の

選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選

出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管

理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を

管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
そ
の
当
選
を
辞
す
る

旨
の
届
出
を
し
な
い
と
き
は
、
他
の
選
挙
に
つ
い
て
、
そ
の
公
職
の
候
補
者

に
係
る
候
補
者
の
届
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
若
し
く
は
そ
の
公
職
の
候
補
者
た

る
こ
と
を
辞
し
た
も
の
と
み
な
し
、
若
し
く
は
そ
の
公
職
の
候
補
者
た
る
衆

議
院
名
簿
登
載
者
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
な
く
な
り
、
又
は
そ
の

当
選
を
失
う
。 

  

（
議
員
又
は
長
の
欠
け
た
場
合
等
の
繰
上
補
充
） 

 

第
百
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

３ 

第
九
十
五
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

 

第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
選
人
と
定
め
ら
れ
た
者
が
、
他
の
選
挙
に
つ

き
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
の
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
で
あ
る
と
き
、
第
八

十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六

条
の
二
第
九
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
あ

る
と
き
又
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し

く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
九
十

一
条
又
は
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
一
条
第
二
項
、
第
百
一
条

の
二
第
二
項
、
第
百
一
条
の
二
の
二
第
二
項
又
は
第
百
一
条
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
一
の
選
挙
の
当
選
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
そ
の

選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選

出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管

理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を

管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
そ
の
当
選
を
辞
す
る

旨
の
届
出
を
し
な
い
と
き
は
、
他
の
選
挙
に
つ
い
て
、
そ
の
公
職
の
候
補
者

に
係
る
候
補
者
の
届
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
若
し
く
は
そ
の
公
職
の
候
補
者
た

る
こ
と
を
辞
し
た
も
の
と
み
な
し
、
若
し
く
は
そ
の
公
職
の
候
補
者
た
る
衆

議
院
名
簿
登
載
者
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
な
く
な
り
、
又
は
そ
の

当
選
を
失
う
。 

  

（
議
員
又
は
長
の
欠
け
た
場
合
等
の
繰
上
補
充
） 

 

第
百
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
九
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

 



  

一
四

４
～
８ 

（
略
） 

  

（
選
挙
運
動
の
期
間
） 

 

第
百
二
十
九
条 

選
挙
運
動
は
、
各
選
挙
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
第
八
十
六
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
届
出
、

第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
衆
議
院
名
簿
の
届
出
、
第
八
十
六

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
議
院
名
簿
の
届
出
（
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
候

補
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
）
又
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、

第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
の
届
出

の
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
で
な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

  

（
投
票
記
載
所
の
氏
名
等
の
掲
示
） 

 

第
百
七
十
五
条 

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
各
選
挙
に
つ
き
、
そ
の
選

挙
の
当
日
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
投
票
所

内
の
投
票
の
記
載
を
す
る
場
所
に
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略

称
の
掲
示
並
び
に
投
票
所
内
の
そ
の
他
の
適
当
な
箇
所
に
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
並
び
に
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
及
び
当
選
人

と
な
る
べ
き
順
位
（
第
八
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
一
の
順
位

と
さ
れ
た
衆
議
院
名
簿
登
載
者
が
同
一
順
位
内
登
載
者
群
に
分
け
ら
れ
、
そ

れ
ら
に
優
先
割
当
順
位
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
同
一
順

位
内
登
載
者
群
及
び
当
該
優
先
割
当
順
位
を
含
む
。
）
の
掲
示
を
、
参
議
院
（
比

例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
投
票
所
内
の
投
票
の
記
載
を
す
る

場
所
そ
の
他
適
当
な
箇
所
に
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
並

び
に
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
掲
示
を
、
そ
の
他
の
選
挙
に
あ
つ
て
は

４
～
８ 

（
略
） 

  

（
選
挙
運
動
の
期
間
） 

 

第
百
二
十
九
条 

選
挙
運
動
は
、
各
選
挙
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
第
八
十
六
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
届
出
、

第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
衆
議
院
名
簿
の
届
出
、
第
八
十
六

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
議
院
名
簿
の
届
出
（
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
候

補
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
）
又
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、

第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
の
届
出

の
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
で
な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

  

（
投
票
記
載
所
の
氏
名
等
の
掲
示
） 

 

第
百
七
十
五
条 

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
各
選
挙
に
つ
き
、
そ
の
選

挙
の
当
日
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
投
票
所

内
の
投
票
の
記
載
を
す
る
場
所
に
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略

称
の
掲
示
並
び
に
投
票
所
内
の
そ
の
他
の
適
当
な
箇
所
に
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
並
び
に
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
及
び
当
選
人

と
な
る
べ
き
順
位
の
掲
示
を
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に

あ
つ
て
は
投
票
所
内
の
投
票
の
記
載
を
す
る
場
所
そ
の
他
適
当
な
箇
所
に
参

議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
並
び
に
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏

名
の
掲
示
を
、
そ
の
他
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
投
票
所
内
の
投
票
の
記
載
を
す

る
場
所
そ
の
他
適
当
な
箇
所
に
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
党
派
別
（
衆
議

院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
当
該
候
補
者
に
係
る
候
補
者

届
出
政
党
の
名
称
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
掲
示
を
し
な
け
れ
ば



 

一
五

投
票
所
内
の
投
票
の
記
載
を
す
る
場
所
そ
の
他
適
当
な
箇
所
に
公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及
び
党
派
別
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、

当
該
候
補
者
に
係
る
候
補
者
届
出
政
党
の
名
称
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
掲
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
投
票
を
行
う
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
第
一
項
の
各
参
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
掲
示
の
掲
載
の
順

序
は
、
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
順
序
（
第
八
十
六
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
次
に
、
当
該
届

出
に
係
る
文
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
を
そ
の
記
載
さ
れ
た
順
序
の
と
お
り
に

加
え
た
氏
名
の
順
序
）
に
よ
る
。 

 

５
～
８ 

（
略
） 

  

（
通
常
葉
書
等
の
返
還
及
び
譲
渡
禁
止
） 

 

第
百
七
十
七
条 

第
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運

動
の
た
め
に
使
用
す
る
通
常
葉
書
の
交
付
を
受
け
た
者
、
同
条
第
七
項
若
し

く
は
第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
の
交
付
を
受
け
た
者
若
し

く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
特
殊
乗
車
券
若
し

く
は
特
殊
航
空
券
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
直
ち
に

そ
の
全
部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
選
挙
運
動
に
使
用
し

た
た
め
そ
の
全
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
選
挙
運
動
に
使

用
し
た
こ
と
を
証
す
る
明
細
書
を
添
え
て
、
残
部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

投
票
を
行
う
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

    

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
第
一
項
の
各
参
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
掲
示
の
掲
載
の
順

序
は
、
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
順
序
（
第
八
十
六
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
次
に
、
当
該
届

出
に
係
る
文
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
を
そ
の
記
載
さ
れ
た
順
序
の
と
お
り
に

加
え
た
氏
名
の
順
序
）
に
よ
る
。 

 

５
～
８ 

（
略
） 

  

（
通
常
葉
書
等
の
返
還
及
び
譲
渡
禁
止
） 

 

第
百
七
十
七
条 

第
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運

動
の
た
め
に
使
用
す
る
通
常
葉
書
の
交
付
を
受
け
た
者
、
同
条
第
七
項
若
し

く
は
第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
の
交
付
を
受
け
た
者
若
し

く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
特
殊
乗
車
券
若
し

く
は
特
殊
航
空
券
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
直
ち
に

そ
の
全
部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
選
挙
運
動
に
使
用
し

た
た
め
そ
の
全
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
選
挙
運
動
に
使

用
し
た
こ
と
を
証
す
る
明
細
書
を
添
え
て
、
残
部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 



  

一
六

 
一
・
二 

（
略
） 

 
三 
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項

の
規
定
に
よ
り
届
出
を
取
り
下
げ
た
と
き
又
は
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
届
出
を
却
下
さ
れ
た
と
き
。 

 

 

四 

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
候
補
者
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
六
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
記
載
が
抹
消
さ
れ
た
と

き
、
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
当
該
候
補
者
に
係
る

参
議
院
名
簿
を
取
り
下
げ
た
と
き
又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
候
補
者
に
係
る
参
議
院
名
簿
の
届
出
若
し
く
は
当
該
候
補
者
に

係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
補
充
の
届
出
が
却
下
さ
れ
た
と
き
。 

２ 

（
略
） 

  

（
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
と
み
な
さ
れ
な
い
も
の
の
範
囲
） 

 

第
百
九
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
支
出
は
、
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
で
な
い
も

の
と
み
な
す
。 

 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
、
第
八
十
六

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条

の
二
第
十
項
前
段
又
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、

第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
後
公
職
の
候
補

者
又
は
出
納
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
し
た
支
出
以
外
の
も
の 

 

 

三
～
七 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
の

規
定
に
よ
り
届
出
を
取
り
下
げ
た
と
き
又
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ

り
届
出
を
却
下
さ
れ
た
と
き
。 

 

 

四 

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
候
補
者
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
六
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
記
載
が
抹
消
さ
れ
た
と

き
、
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第

十
項
の
規
定
に
よ
り
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
当
該
候
補
者
に
係
る
参

議
院
名
簿
を
取
り
下
げ
た
と
き
又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
候
補
者
に
係
る
参
議
院
名
簿
の
届
出
若
し
く
は
当
該
候
補
者
に
係

る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
補
充
の
届
出
が
却
下
さ
れ
た
と
き
。 

２ 

（
略
） 

  

（
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
と
み
な
さ
れ
な
い
も
の
の
範
囲
） 

 

第
百
九
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
支
出
は
、
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
で
な
い
も

の
と
み
な
す
。 

 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
、
第
八
十
六

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条

の
二
第
九
項
前
段
又
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、

第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
後
公
職
の
候
補

者
又
は
出
納
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
し
た
支
出
以
外
の
も
の 

 

 

三
～
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 



 

一
七

  
（
実
費
弁
償
及
び
報
酬
の
額
） 

 

第
百
九
十
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
選

挙
運
動
に
従
事
す
る
者
（
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員
、
専
ら
第

百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動

車
又
は
船
舶
の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
者
、
専
ら
手
話

通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者
及
び
専
ら
第
百
四
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使

用
す
る
文
書
図
画
の
頒
布
又
は
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
の
掲
示
の
た
め
に
口
述
を
要
約
し
て
文

書
図
画
に
表
示
す
る
こ
と
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
要
約
筆
記
」
と

い
う
。
）
の
た
め
に
使
用
す
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
実
費
弁
償
の
ほ
か
、
当
該
選
挙
に
つ
き
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
前
段
又
は
第
八
十
六
条
の

四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
の
あ
つ
た
日
か
ら
そ
の
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
公
職

の
候
補
者
一
人
に
つ
い
て
一
日
五
十
人
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
各
選
挙
ご
と

に
政
令
で
定
め
る
員
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
一
人
一
日
に
つ
き
政
令
で
定

め
る
基
準
に
従
い
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
定
め
る
額
の
報
酬
を
支
給
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３
～
５ 

（
略
） 

  

（
実
費
弁
償
及
び
報
酬
の
額
） 

 

第
百
九
十
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
選

挙
運
動
に
従
事
す
る
者
（
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員
、
専
ら
第

百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動

車
又
は
船
舶
の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
者
、
専
ら
手
話

通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者
及
び
専
ら
第
百
四
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使

用
す
る
文
書
図
画
の
頒
布
又
は
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
の
掲
示
の
た
め
に
口
述
を
要
約
し
て
文

書
図
画
に
表
示
す
る
こ
と
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
要
約
筆
記
」
と

い
う
。
）
の
た
め
に
使
用
す
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
実
費
弁
償
の
ほ
か
、
当
該
選
挙
に
つ
き
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
又
は
第
八
十
六
条
の

四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
の
あ
つ
た
日
か
ら
そ
の
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
公
職

の
候
補
者
一
人
に
つ
い
て
一
日
五
十
人
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
各
選
挙
ご
と

に
政
令
で
定
め
る
員
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
一
人
一
日
に
つ
き
政
令
で
定

め
る
基
準
に
従
い
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
定
め
る
額
の
報
酬
を
支
給
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３
～
５ 

（
略
） 



  

一
八

  
（
立
候
補
に
関
す
る
虚
偽
宣
誓
罪
） 

 

第
二
百
三
十
八
条
の
二 

第
八
十
六
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
項
（
第
九

十
八
条
第
四
項
（
第
百
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第

十
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第

九
項
（
第
九
十
八
条
第
四
項
（
第
百
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
九
項
（
第
九
十
八
条

第
四
項
（
第
百
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
項
前
段
又
は
第
八
十
六
条
の
四

第
四
項
（
同
条
第
五
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
さ
れ
た
宣
誓
書
に
お
い
て

虚
偽
の
誓
い
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

  

（
立
候
補
に
関
す
る
虚
偽
宣
誓
罪
） 

 

第
二
百
三
十
八
条
の
二 

第
八
十
六
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
項
（
第
九

十
八
条
第
四
項
（
第
百
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第

九
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第

八
項
（
第
九
十
八
条
第
四
項
（
第
百
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
八
項
（
第
九
十
八
条

第
四
項
（
第
百
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
前
段
又
は
第
八
十
六
条
の
四

第
四
項
（
同
条
第
五
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
さ
れ
た
宣
誓
書
に
お
い
て

虚
偽
の
誓
い
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 
 

 
 



 

一
九

○
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
附
則
第
三
項
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

別
表
（
第
七
条
関
係
） 

（
略
） 

公
職
選
挙

法
（
昭
和
二

十
五
年
法

律
第
百
号
） 

第
三
十
条
の
五
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第

八
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
八
項
、
第
十
項
及

び
第
十
一
項
（
同
条
第
八
項
、
第
十
項
及
び
第

十
一
項
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
六
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八

十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
八
十
六
条
の
四
第
一

項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、

第
八
十
六
条
の
五
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
七

項
、
第
八
十
六
条
の
六
第
一
項
、
第
二
項
、
第

五
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
八
十
六
条
の

七
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
九
十
八
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び

第
四
項
、
第
百
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
九
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
百
六
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で 

第
三
条 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
（
第
七
条
関
係
） 

 

（
略
） 

公
職
選
挙

法
（
昭
和
二

十
五
年
法

律
第
百
号
） 

第
三
十
条
の
五
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第

八
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及

び
第
十
項
（
同
条
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十

項
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六

条
の
三
第
一
項
、
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、

第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第

八
十
六
条
の
五
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
、

第
八
十
六
条
の
六
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、

第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
八
十
六
条
の
七
第
一

項
及
び
第
五
項
、
第
九
十
八
条
第
二
項
及
び
第

三
項
、
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、

第
百
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九

十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
六
十

八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で 

第
三
条 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

  

 


